
魏
志
倭
人
傳
に
見
え
六
研
蘇
志
の
一
族

魏
志
倭
人
傳
に
見
え
れ
伊
蘇
志
の
↓
族

第
二
十
二
谷
　
第
四
號
　
　
六
馬
入

藤
　
　
田

元
　
春

　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
魏
、
志
倭
語
傳
ほ
ど
我
國
の
史
學
舞
に
問
題
を
投
げ
か
け
る
書
は
蓋
し
傭
い
と
患
ふ
。
さ
き
に
恩
師
内
藤
博
士
の
卑
彌

呼
考
が
出
て
、
新
ら
し
く
こ
の
書
を
見
直
す
や
う
に
な
っ
て
か
ら
、
多
く
の
黒
身
の
論
評
が
盛
ん
に
出
る
こ
と
は
實
に

士
暑
ぷ
「
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
一
最
近
に
は
本
誌
二
十
二
骨
壷
…
號
に
於
て
稻
葉
岩
吉
氏
の
「
三
二
倭
人
傳
管

見
」
が
出
て
、
新
年
の
憲
頭
論
文
と
し
て
異
彩
を
放
っ
た
こ
と
も
、
讃
蒋
諸
君
に
は
革
新
ら
し
い
事
實
で
あ
っ
た
こ
と
、

信
じ
る
。
こ
と
に
同
氏
の
論
文
に
於
て
は
論
考
芳
墨
委
面
に
毒
す
る
批
勃
を
辱
う
し
た
の
み
で
は
な
い
、
倭
入
道
の
考

察
に
溢
し
て
も
多
大
の
激
示
を
得
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
戚
謝
に
堪
へ
な
い
所
で
あ
る
．
庭
が
幸
に
し
て
、
同
氏
の
目
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

留
ま
っ
た
署
内
に
於
て
後
宇
を
云
々
し
た
黙
に
慰
し
、
同
氏
は
懇
切
に
も
、
援
は
倭
の
誤
宇
た
る
こ
と
は
定
説
が
あ
る

ρ
武
英
館
華
北
史
参
照
）
工
め
て
取
志
げ
て
云
ふ
べ
き
ほ
ど
の
こ
と
は
な
か
ら
う
と
い
ふ
一
言
を
得
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
｝
癒
北
史
に
あ
た
っ
て
み
る
と
、
い
か
に
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
倭
國
在
二
頁
濟
新
羅
東
爾
水
陸
三
千
里
一
鶴
二
大
海
中
喝
依
二
出
島
榊
而
履
。
魏
特
、
課
通
凹
一
中
國
鴇
三
十
砲
撃
。
皆
権
瓢
＋
夷
人
一
不
レ
知
筆
墨
籔
一
磁
計
以
レ
日
。
其
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鴎
境
東
西
五
月
行
、
南
北
三
月
行
、
各
至
二
於
海
榊
・
其
地
勢
東
高
西
下
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

時
遣
レ
使
入
朝
、
自
梅
二
大
夫
一
安
帝
隣
又
遣
二
朝
貢
嚇
謂
二
之
倭
奴
闘
∵

　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

則
魏
志
所
謂
邪
馬
主
者
也
。
又
云
革
略
）
邪
焉
豪
粟
興
単
線
所
レ
都
漢
光
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
へ

と
あ
っ
て
魏
志
倭
人
傳
に
記
す
所
を
又
云
と
し
て
寓
に
し
た
交
宇
の
中
、
邪
馬
漕
國
女
王
転
所
都
と
い
ふ
本
文
を
わ
ざ

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

と
邪
馬
毫
國
師
援
軍
所
ン
都
と
あ
る
の
で
、
倭
と
援
と
を
寓
し
誤
っ
た
か
の
如
く
に
見
え
る
が
、
果
し
て
女
王
と
あ
る
a

　
　
ヘ
　
　
へ

を
援
軍
と
寓
し
て
あ
る
か
ら
誤
爲
と
云
へ
る
で
あ
ら
う
か
。
何
故
に
魏
志
に
從
っ
て
倭
王
（
倭
の
女
王
だ
か
ら
）
と
し
な

い
で
優
と
し
た
か
と
い
ふ
に
、
こ
れ
は
北
史
に
云
ふ
自
欝
智
子
夷
人
一
と
い
ふ
文
に
二
つ
た
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

果
し
て
然
ら
ば
こ
の
子
夷
人
と
い
ふ
我
等
職
先
の
自
薦
は
粥
と
よ
む
べ
き
で
あ
る
か
っ
子
は
租
思
切
昔
紙
（
。
三
げ
）
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
り
又
承
認
切
音
慈
へ
け
ω
ε
で
あ
る
、
強
ち
音
チ
又
は
ッ
で
あ
る
。
夷
は
延
髄
切
、
音
素
、
齢
即
ち
音
H
（
イ
）
で
あ
る
○
從

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
イ

つ
て
子
夷
は
つ
い
と
護
む
べ
き
で
は
な
い
か
Q
拙
考
如
墨
委
面
考
に
も
述
べ
た
や
う
に
、
援
は
集
韻
に
吐
狸
調
音
腰
と

あ
る
。
タ
イ
叉
は
ッ
イ
の
音
で
あ
る
Q
勤
馬
と
い
ふ
筆
名
で
も
邦
音
「
ッ
イ
マ
」
を
つ
し
ま
と
い
ふ
。
又
タ
，
4
マ
と
も
よ

め
る
が
、
之
を
「
つ
し
ま
」
と
い
ふ
黙
を
み
る
と
、
タ
イ
と
ツ
ィ
は
共
音
で
腰
（
タ
イ
）
も
亦
ッ
ィ
で
師
ち
ッ
で
あ
る
。
緩

「
も
亦
ッ
イ
叉
は
ッ
で
あ
る
。
魏
上
筆
を
中
國
に
通
じ
た
流
々
は
、
ど
こ
か
ら
來
た
と
問
は
れ
る
と
、
（
津
）
そ
れ
は
當
時

湿
土
の
人
に
ッ
イ
と
聞
こ
え
る
形
で
自
焦
し
た
の
で
あ
る
と
思
ふ
。
魏
志
倭
人
傳
を
み
る
と
當
時
日
本
で
の
極
重
界
（
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ

の
は
て
）
に
ツ
イ
國
又
は
津
の
國
、
換
書
す
れ
ば
関
都
國
と
い
ふ
の
が
あ
っ
て
女
王
國
に
統
呈
し
て
み
た
事
實
が
あ
る
。

さ
う
し
て
女
王
の
奏
す
る
と
こ
ろ
は
耶
馬
憂
で
あ
る
か
ら
、
女
王
は
こ
、
に
一
大
峯
を
特
遣
し
て
諸
國
を
検
察
し
て
ゐ

　
　
　
　
　
魏
志
倭
人
傅
に
見
え
糞
伊
蘇
志
の
一
族
　
　
　
　
　
　
，
　
　
第
二
＋
二
巻
策
四
號
　
六
入
漁
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翻
鐸
心
倭
入
偵
躍
に
見
え
白
鷺
蘇
腹
心
の
｝
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
↓
…
巷
　

第
四
膀
酬
　
　
↓
ハ
九
〇

た
、
諸
國
之
を
畏
吝
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
率
は
常
に
炉
都
議
に
治
す
、
恰
も
池
中
に
刺
史
あ
る
が
如
く
で
、
女
王

の
使
が
京
都
（
洛
陽
）
や
遣
方
諮
郡
に
詣
る
場
合
、
及
び
郡
使
（
馨
方
郡
）
の
倭
國
に
醸
す
る
場
合
に
は
、
皆
臨
ン
津
捜
露
傳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
く
に

邊
文
書
、
賂
遺
織
物
女
王
に
詣
る
差
錯
を
得
す
と
明
記
さ
れ
て
み
る
。
即
ち
魏
時
の
戸
外
の
要
津
（
津
の
國
）
は
實
に
九

州
の
伊
都
國
で
あ
っ
沈
。
そ
こ
で
北
吏
云
ふ
が
如
く
臼
本
の
三
十
徐
國
か
ら
鐸
を
中
言
に
通
す
る
も
の
、
皆
子
夷
（
ッ
イ
）

　
　
ツ

郎
ち
津
の
國
か
ら
來
た
と
申
し
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
魏
志
倭
人
傳
を
讃
む
入
に
は
疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
實
で
あ
っ

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
　
　
イ

，
從
っ
て
北
史
は
出
海
経
以
來
の
倭
字
を
用
ひ
な
が
ら
、
そ
の
疑
義
か
ら
來
る
落
々
は
自
ら
子
夷
と
い
ふ
の
で
、
耶
馬

　
　
ツ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
　
ノ

壷
に
援
王
が
み
る
こ
と
、
及
び
光
武
に
入
朝
し
安
帝
の
時
に
朝
貢
し
だ
も
の
も
援
丸
鏡
（
津
の
國
）
で
あ
る
と
信
じ
て
、

ツ援
宇
を
用
ひ
た
の
で
あ
る
Q
故
に
こ
の
場
合
北
史
の
交
に
限
っ
て
後
置
は
倭
の
談
で
は
な
い
○
粛
正
氏
は
後
は
倭
の
誤

宇
た
る
定
説
が
あ
る
と
い
は
れ
る
が
、
筆
者
は
不
幸
に
し
て
．
さ
う
し
た
定
説
あ
る
を
知
ら
な
い
。
漏
り
に
從
來
さ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
た
説
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
総
子
夷
の
語
を
解
義
し
得
な
い
入
の
言
な
ら
ば
と
も
か
く
、
さ
う
で
な
い
以
上
、
明

に
子
夷
入
と
自
蓋
し
た
本
國
を
、
そ
の
ま
、
に
援
と
記
し
淀
李
延
壽
の
何
所
に
誤
が
あ
る
で
あ
ら
う
か
。
筆
者
は
援
を

用
ひ
た
李
延
壽
を
正
し
い
史
家
と
考
へ
る
と
共
に
、
稻
葉
氏
が
果
し
て
北
方
を
謹
ま
れ
た
の
で
あ
る
か
、
ど
う
か
を
疑

は
ざ
る
を
得
な
い
と
思
ふ
の
は
或
は
言
ひ
過
ぎ
で
あ
ら
う
か
。

次
に
後
漢
書
を
見
る
と
東
夷
傳
に
建
武
中
元
二
年
倭
艶
艶
奉
真
朝
貢
．
便
入
陰
欝
　
天
未
、
歯
黒
触
接
南
界
也
、
光
武
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賜
以
ユ
印
綬
一
と
あ
る
文
句
の
如
き
も
こ
れ
は
實
は
援
宇
を
誤
っ
て
倭
と
書
い
た
の
で
あ
る
と
信
ず
る
Q
何
と
な
れ
ば
倭

の
極
南
界
（
西
の
は
て
）
に
倭
奴
と
い
ふ
や
う
な
國
は
な
か
っ
た
、
倭
は
耶
馬
豪
の
國
名
で
あ
る
、
其
極
南
界
に
黒
奴
又

は
委
奴
な
ど
と
い
ふ
國
は
な
か
う
た
か
ら
で
あ
る
。
（
如
暴
委
面
考
参
照
）

　
最
近
に
四
部
叢
刊
が
撮
版
さ
れ
、
そ
の
中
に
宋
刊
太
李
御
覧
が
出
た
。
そ
の
原
本
は
實
に
我
帝
室
闘
書
拓
本
や
束
編

寺
本
や
静
嘉
堂
文
庫
本
で
あ
る
。
中
に
も
帝
室
圖
書
寮
本
の
蜜
語
、
・
は
霊
魂
記
に
治
承
三
年
十
二
月
十
六
日
そ
の
摺
本
が

我
國
に
來
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
み
る
の
と
同
種
の
も
の
で
宋
時
人
國
に
傳
点
し
た
も
の
が
、
幸
に
の
こ
っ
て
み
た
の
で

あ
る
○
故
に
今
般
他
の
二
三
の
交
庫
本
（
同
種
）
を
得
て
そ
の
影
印
本
全
冊
が
出
來
た
の
で
あ
る
。
誠
に
善
本
で
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

太
李
御
覧
の
四
夷
部
即
ち
田
本
に
湿
し
た
露
は
、
「
金
澤
交
庫
」
と
い
ふ
印
版
が
の
っ
て
み
る
部
分
に
属
す
る
。
さ
う
し

て
そ
の
七
百
八
十
二
碁
東
夷
三
の
所
は
王
宜
と
い
ふ
筆
者
の
名
も
明
記
さ
れ
て
み
る
。
墨
書
に
よ
れ
ば
こ
の
太
李
御
覧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
李
防
雇
蒙
等
十
四
入
の
學
者
が
、
宋
太
宗
の
時
四
方
既
に
李
な
る
に
よ
り
修
文
止
薫
、
天
下
の
定
書
典
籍
を
書
庫
に

集
め
た
所
の
當
時
の
正
本
に
よ
り
太
李
興
國
二
年
か
ら
、
八
年
の
末
ま
で
か
、
つ
て
こ
の
御
臨
交
を
つ
く
っ
た
と
い
ふ
の

で
あ
る
。
從
っ
て
今
日
の
流
行
本
と
は
ち
が
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
墾
考
の
た
め
に
こ
の
本
を
見
る
と
、
果
せ
る
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

倭
と
は
記
し
て
な
い
。
倭
と
あ
る
で
は
な
い
か
。
後
漢
書
日
、

　
　
倭
在
繋
契
蛮
依
山
島
幽
居
．
喬
齢
、
武
震
動
鮮
無
畜
響
三
＋
許
國
．
倭
毒
驚
姦
灘
醗
樂
浪
搬
去
・

　
　
其
國
二
萬
二
千
里
。

　
　
　
　
魏
志
倭
人
傳
に
見
え
れ
伊
蘇
志
の
一
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
答
　
第
四
魏
　
　
六
九
一
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魏
志
倭
人
傳
に
見
え
糞
俳
蘇
志
の
一
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
四
號
　
　
六
九
二

と
あ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
文
章
で
は
草
藤
と
あ
る
べ
き
を
使
騒
と
謎
つ
た
？
・
　
と
考
へ
ら
れ
る
黙
も
あ
る
か
ら
、

全
然
こ
の
文
面
を
正
し
い
と
は
云
へ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
後
漢
書
の
善
本
、
宋
時
に
樂
め
ら
れ
た
一
書
に
は

　
　
　

明
’
に
援
と
記
さ
れ
て
あ
っ
た
こ
と
は
疑
ふ
こ
と
が
出
來
・
な
い
。
渉
随
が
後
漢
隅
田
の
作
者
宋
の
壮
五
霞
は
三
聖
二
十
二
年
へ
西

紀
四
四
五
）
に
没
し
て
み
る
、
さ
う
し
て
本
葉
氏
が
．
課
っ
て
倭
字
を
援
宇
に
か
へ
た
と
い
ふ
北
史
の
著
者
李
延
壽
は
唐

の
貞
槻
中
（
西
紀
六
四
〇
）
に
卒
し
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
少
く
と
も
こ
の
重
書
の
聞
に
二
百
年
か
ら
の
開
き
が

あ
る
。
從
っ
て
禰
葉
氏
云
ふ
が
如
く
援
は
倭
の
謎
宇
で
あ
る
こ
と
は
北
史
を
見
れ
ば
明
で
あ
る
と
は
心
々
に
云
ふ
こ
と

は
鵠
來
得
な
い
。
し
か
も
底
企
は
我
等
の
繍
先
が
子
胤
と
自
主
し
た
こ
と
を
明
に
し
だ
上
で
、
用
意
醐
到
に
緩
宇
を
用

ひ
て
み
る
の
で
あ
る
Q
或
は
後
漢
書
の
一
本
に
既
に
援
と
あ
っ
た
の
を
病
前
し
て
、
虜
海
経
や
漢
書
の
倭
宇
を
故
意
に

墾
へ
て
る
る
の
で
は
な
い
か
Q
果
し
て
然
ら
ば
援
字
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
何
故
に
定
説
に
背
く
の
で
あ
ら
う
か
、
筆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
　
　
ヌ

者
は
思
ふ
、
普
通
の
後
漢
書
は
誤
「
つ
て
み
る
。
ど
う
し
て
も
建
武
中
元
二
年
倭
奴
國
奉
貢
朝
賀
と
あ
る
の
は
、
援
奴
國

立
ち
津
の
國
の
奉
貢
朝
賀
で
あ
っ
た
。
職
人
は
大
夫
と
癒
し
た
と
あ
る
が
、
垂
心
紀
を
み
る
と
其
廿
五
年
に
五
大
夫
を

遣
か
れ
た
と
い
ふ
位
で
、
大
夫
と
い
ふ
官
名
が
當
時
玉
露
で
呼
ば
れ
た
と
し
て
決
し
て
時
代
の
上
に
錯
誤
は
な
い
。
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
マ
　
ト

う
し
て
こ
の
義
人
は
、
倭
の
極
三
界
か
ら
観
た
と
申
し
た
以
上
、
勿
論
耶
馬
繋
で
は
な
い
Q
し
て
み
る
と
光
武
賜
以
轟
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
ム
　
ム
　
ゑ

面
一
と
あ
る
の
は
、
集
古
印
譜
に
あ
る
や
う
に
職
印
蛇
紐
で
交
に
緩
奴
國
と
あ
っ
た
鱗
で
、
東
夷
國
又
は
伊
都
國
の
王
に

興
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
信
ず
る
。

（46）



　
自
か
ら
孤
立
専
意
の
金
印
に
質
し
て
は
稻
葉
氏
の
見
解
と
は
全
然
違
っ
た
見
解
に
た
、
ね
ば
な
ら
な
い
の
を
富
む
の

で
あ
る
が
、
從
っ
て
委
馬
鞭
は
倭
奴
な
ど
い
ふ
國
は
後
漢
の
時
に
は
西
九
州
に
は
全
然
無
か
っ
た
筈
で
あ
る
と
思
ふ
。

悪
夢
は
ド
又
は
ト
で
あ
る
か
ら
豊
麗
は
ヤ
マ
ト
と
讃
む
べ
し
と
い
ふ
下
葉
氏
の
所
論
に
於
て
は
古
く
概
況
ヌ
で
あ
る
限

り
之
を
承
認
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
筆
者
は
こ
の
際
農
時
支
那
に
通
じ
た
も
の
は
、
右
の
宋
刊
太
孕
御
覧
本
、
魏
志

倭
國
傳
に
あ
る
通
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
倭
國
在
二
季
方
東
南
大
海
中
凹
依
二
山
島
柵
爲
苦
難
輪
島
籐
小
國
一
（
註
、
普
蓮
本
依
山
島
申
開
國
邑
扁
奮
百
絵
國
と
あ
る
）
漢
享
有
一
一
朝
見
夢
幻
劇
令
柵
一
使
課
岬
所

　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　

　
　
レ
通
、
其
三
十
絵
國
（
普
通
本
、
今
使
諜
所
麺
三
十
國
）

と
あ
る
テ
キ
ス
・
に
從
ひ
、
倭
は
蔑
で
漢
時
に
は
篠
の
小
國
が
あ
っ
た
。
と
・
ろ
薮
の
時
に
朝
見
し
た
も
段
、
罰

へ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
し
　
　
へ
　
　
も
　
　
し
　
　
あ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
め
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
の
百
籐
の
小
國
の
う
ち
の
三
十
鯨
國
で
あ
っ
た
と
信
ず
る
、
恐
ら
く
薔
く
耶
馬
毫
に
統
｝
さ
れ
た
所
の
魔
除
の
中
小

さ
い
西
睡
の
小
國
が
漢
に
朝
見
し
は
じ
め
た
が
、
や
が
て
魏
の
三
方
郡
時
代
に
な
っ
て
も
、
そ
の
百
除
小
國
の
う
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
　
イ

の
其
三
十
除
國
が
使
騨
を
通
じ
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
彼
等
は
北
区
の
云
ふ
通
う
臼
ら
子
夷
の
人
と
繕
し
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
や
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
し
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
か
ら
、
自
然
漢
時
に
重
て
も
百
籐
小
國
の
う
ち
に
子
夷
の
螢
手
援
奴
國
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
馬
面
御

覧
の
記
す
蒲
…
り
倭
字
は
誤
で
あ
る
、
援
濫
行
で
あ
る
べ
き
で
そ
れ
は
實
に
倭
の
極
意
界
の
伊
都
國
に
適
合
す
る
と
思
ふ

の
で
あ
る
。
か
や
う
に
考
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
残
念
な
が
ら
委
奴
國
王
の
金
印
は
信
用
の
出
心
な
い
も
の
だ
と
い
ふ

結
果
に
な
る
、
こ
の
黙
に
於
て
も
筆
者
の
誤
れ
る
所
を
指
摘
さ
れ
ん
事
を
稻
葉
氏
に
望
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
も
し
そ
れ

　
　
　
　
魏
志
倭
人
傳
に
見
え
れ
伊
蘇
志
の
一
趨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
±
蕃
芋
茎
罪
　
六
九
三



　
　
　
　
　
魏
志
学
人
魚
に
見
え
六
伊
蘇
生
の
一
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
墾
　
第
四
號
　
　
六
九
四

粛
粛
藩
士
ぶ
る
が
如
く
、
當
時
底
簿
の
信
ず
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
後
漢
書
本
紀
建
武
中
元
二
年
東
夷
倭
奴

國
と
記
し
た
後
、
安
立
永
初
元
年
多
十
月
倭
國
遣
使
と
書
き
か
へ
ら
れ
る
の
が
疑
は
し
く
な
る
。
し
か
も
通
典
は
安
帝

紀
を
ひ
き
、
こ
れ
を
倭
面
土
地
王
と
な
し
、
日
本
書
紀
纂
輯
は
金
面
三
春
、
繹
日
本
紀
に
庭
面
國
と
い
ふ
や
う
に
い
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

／
～
の
名
を
簿
へ
、
さ
う
し
て
北
史
に
は
之
を
緩
甲
乙
と
い
ふ
や
う
に
違
っ
た
地
名
が
出
る
と
い
ふ
こ
と
は
を
か
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ
　
　
あ

で
は
な
い
か
。
筆
者
思
ふ
に
翁
面
土
、
平
面
、
倭
國
は
い
つ
れ
も
耶
馬
壷
で
あ
る
○
し
か
し
蜜
豆
と
援
奴
と
は
何
奴
が
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

し
い
。
ざ
う
し
て
長
夜
に
於
て
耶
馬
壷
と
緩
奴
と
は
最
初
か
ら
薫
別
さ
れ
て
居
り
、
】
方
は
そ
の
庇
小
國
で
あ
っ
た
の

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
と
、
か
や
う
に
底
…
簿
に
つ
い
て
愚
考
す
る
こ
と
が
誤
っ
て
み
る
で
あ
ら
う
か
。
併
せ
て
稻
馬
丁
の

霧
を
仰
ぎ
た
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圃

　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
以
上
は
主
と
し
て
宋
刊
太
季
御
覧
郎
ち
金
澤
文
庫
本
の
爲
影
本
を
手
に
し
た
の
で
、
主
と
し
て
そ
の
交
字
か
ら
之
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
べ
た
の
で
あ
る
が
、
不
幸
に
し
て
宋
刊
の
太
守
御
覧
第
七
百
入
十
二
援
國
の
部
に
於
て
、
弱
志
日
倭
國
在
遊
方
東
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、
大
海
中
の
一
節
は
、
我
等
に
倭
人
傳
と
い
ふ
羅
宇
も
、
一
本
に
は
倭
國
傳
と
あ
っ
た
こ
と
を
激
へ
る
外
、
多
く
は
流
行

．
本
の
倭
入
傳
を
抄
略
し
て
み
る
の
で
、
全
膿
を
照
合
し
得
ら
れ
な
い
恨
が
あ
る
、
即
ち
魏
志
の
多
く
の
倭
の
薦
國
名
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

如
き
も
、
太
李
御
覧
本
は
馬
丁
小
國
有
二
十
一
皆
下
之
と
記
し
て
、
倭
人
傳
の
如
く
二
十
　
國
の
｝
々
の
名
を
纂
げ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

る
な
い
の
で
あ
る
。
叉
倭
人
傳
の
最
後
景
初
二
年
六
月
倭
女
王
遣
使
の
一
條
に
於
て
も
抄
略
が
多
い
。
し
か
し
景
二
三



も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ
　
　
あ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
　
へ

年
公
孫
淵
下
士
女
王
遣
　
天
夫
詳
録
米
等
｝
と
記
し
て
翠
蔓
丁
年
の
誤
を
正
し
、
日
本
紀
の
神
功
皇
后
三
十
九
年
の
條
と
一

致
し
て
み
る
と
い
ふ
正
し
さ
が
見
出
さ
れ
る
位
で
あ
る
。
さ
う
し
て
倭
人
傳
の
中
に
あ
る
、
我
國
の
氣
候
、
風
土
、
地

理
も
し
く
は
法
俗
、
信
仰
等
の
記
事
は
、
全
然
之
を
欠
い
て
み
る
と
い
ふ
恨
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
蓋
し
肩
入
傳
の
考
察
で
は
第
一
に
そ
の
滋
里
記
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
、
し
か
し
こ
れ
は
嘗
て
拙
著
日
本
歴
史
地

理
に
の
べ
た
か
ら
今
年
を
の
べ
な
い
こ
と
に
す
る
。
又
其
地
理
風
土
に
出
し
て
は
増
補
日
本
民
家
吏
の
中
で
若
干
こ
れ

に
ふ
れ
た
こ
と
も
あ
る
か
ら
後
日
更
に
詳
説
の
機
工
を
ま
つ
こ
と
、
し
て
、
こ
、
で
は
、
景
初
三
年
以
後
の
遣
使
に
開

し
て
、
そ
の
年
代
は
い
つ
頃
の
こ
と
で
あ
る
か
、
そ
の
使
者
は
ど
う
い
ふ
人
で
あ
っ
た
か
を
明
に
し
て
お
か
う
と
考
へ

・
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
こ
、
で
一
癒
問
題
と
す
る
本
文
（
妙
略
）
を
あ
げ
る
、

　
　
景
初
二
年
六
月
（
二
は
三
の
誤
）
倭
女
王
遣
＝
大
夫
難
升
米
等
一
華
レ
郡
求
下
網
一
一
天
子
“
朝
黒
猫
太
守
劉
筆
遣
鵠
吏
野
晒
邊
詣
一
一
京
都
一
享
年
十
二
月
詔
書
報
＝
倭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
女
王
…
日
二
調
詔
、
親
魏
倭
王
卑
彌
呼
司
帯
方
太
守
劉
夏
遣
レ
獣
的
二
汝
大
夫
難
升
米
、
次
使
都
市
牛
利
一
巾
略
今
以
レ
汝
爲
篇
親
岩
質
王
一
叢
一
一
金
印
紫
綬
酬

　
　
（
こ
瓦
で
は
金
印
で
あ
る
が
、
後
漢
光
武
の
優
奴
習
習
は
金
印
と
は
記
さ
れ
て
み
な
い
）
申
略
以
難
升
米
爲
二
傘
善
事
動
特
…
牛
画
地
一
一
傘
善
校
尉
一
假
二
銀

　
　
印
寵
円
綬
幽
云
友

　
　
正
始
元
年
、
太
守
弓
蓮
遺
瓢
建
中
校
尉
梯
勲
等
嚇
奉
開
勤
㎜
書
印
綬
↓
詣
一
一
倭
語
一
蒜
＝
假
倭
王
嚇
並
齎
レ
詔
、
賜
＝
金
吊
、
錦
、
尉
、
刀
、
鏡
、
采
物
嚇
倭
王

　
　
因
レ
使
上
表
。
答
二
謝
詔
恩
殉

　
　
　
　
　
魏
志
倭
人
傳
に
見
え
れ
耕
蘇
志
の
一
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巷
　
第
四
號
　
　
六
九
五



　
　
　
　
　
通
志
倭
人
傳
に
見
え
六
伊
蘇
志
の
一
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
策
二
十
二
巻
　
第
四
號
　
　
六
九
六

　
　
其
四
年
孫
王
復
魁
二
使
大
夫
伊
盤
誉
狡
邪
狗
（
一
入
の
名
な
り
）
等
八
入
一
上
獄
嵩
生
口
、
倭
錦
、
弓
矢
等
↓
披
邪
道
等
登
、
舞
二
悪
善
中
郎
將
印
綬
岡

　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
ニ

　
　
其
六
年
詔
賜
二
倭
難
升
米
黄
瞳
一
付
レ
郡
假
授
。

　
　
其
八
年
太
守
王
難
到
レ
宮
、
倭
女
王
卑
彌
呼
與
肝
要
奴
國
男
王
卑
彌
弓
窒
素
柵
不
レ
和
、
遣
一
一
倭
載
斯
鳥
越
等
一
癖
レ
論
説
二
相
攻
撃
状
而
鐸
一
坐
無
様
、
史
張
政

　
　
等
一
因
獅
動
㎜
書
黄
纏
㌦
拝
二
假
難
升
米
一
爲
レ
轍
告
篇
喩
之
司
卑
禰
呼
以
死
、
大
作
レ
家
一
至

　
　
更
立
一
一
男
王
扁
愚
蒙
不
レ
服
、
更
相
男
殺
、
撰
集
殺
二
千
画
人
刈
後
立
一
一
卑
彌
呼
宗
女
鷲
輿
年
牽
三
一
爲
レ
王
。
國
申
途
定
。
政
等
以
レ
市
議
日
面
童
男
舶
萱
與
遣
聯

　
　
倭
大
夫
傘
善
中
郎
將
披
邪
狗
等
二
十
入
一
邊
篇
政
等
騨
還
。
因
詣
レ
豪
島
上
云
々

　
今
こ
の
魏
志
の
文
に
あ
る
正
始
元
年
（
西
紀
二
，
四
〇
）
構
築
の
型
紙
は
墨
壷
皇
后
の
四
十
年
（
日
本
紀
）
に
出
て
き
た
こ

と
に
な
っ
て
み
る
か
ら
、
日
本
紀
に
從
へ
ば
倭
女
王
は
紳
功
皇
后
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
ど
う
も
そ
れ
は
他
の
史
實
と

豪
し
な
い
。
思
ふ
に
呆
紀
の
年
代
は
那
橿
士
が
毒
薬
心
に
導
ら
れ
た
㌢
に
雄
漿
口
覆
に
於
て
は
、
渕

外
國
の
古
史
と
抵
特
が
な
い
け
れ
ど
も
、
允
恭
以
前
に
は
際
立
ち
て
重
慶
が
多
い
。
こ
れ
は
日
本
紀
の
紀
年
に
作
爲
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
は
今
日
で
は
多
く
の
學
者
が
認
め
て
み
る
。
本
居
翁
で
さ
へ
「
奨
暦
考
」
に
於
て
、
紳
武
紀

に
是
年
盛
太
歳
寧
寅
多
、
其
年
冬
十
月
丁
本
署
辛
画
天
皇
親
帥
諸
皇
子
舟
師
東
征
な
ど
と
い
ふ
記
事
を
み
て
、
上
古
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
べ
き
で
な
い
○
獄
次
の
定
ま
り
な
か
り
け
ん
世
の
事
を
菓
日
と
い
ひ
傳
ふ
べ
き
ぬ
は
な
い
。
こ
れ
は
漢
み
ぶ
り
に
改

　
　
　
　
　
　
　

め
た
か
ざ
り
で
あ
る
と
断
じ
た
。
外
交
繹
史
も
亦
、
允
恭
天
皇
以
前
長
螺
の
天
坂
が
眼
に
立
つ
こ
と
を
指
摘
し
一
三
武

天
皇
の
郎
位
元
年
を
推
古
天
皇
の
辛
酉
よ
り
一
千
二
百
年
六
十
叉
は
天
智
天
皇
の
辛
酉
よ
り
千
三
百
二
十
年
上
に
置
い

た
こ
と
は
、
恐
ら
く
辛
酉
革
命
を
と
く
所
の
識
緯
家
の
學
説
に
よ
っ
た
も
の
で
愈
愈
で
は
な
く
、
又
云
ひ
傳
へ
で
は
な



い
と
断
言
し
た
Q
そ
れ
は
三
善
清
行
の
謡
曲
革
命
議
に
述
べ
た
説
で
、
明
年
は
辛
酉
で
革
命
に
あ
た
る
Q
之
を
本
朝
に

考
ふ
る
に
金
武
天
皇
辛
酋
即
位
に
始
ま
っ
て
天
智
天
皇
の
親
政
（
辛
酉
）
に
至
る
、
行
蔵
の
要
が
あ
る
と
奏
し
、
昌
泰
四

年
辛
暫
二
月
に
は
「
請
改
元
罪
証
…
逗
之
擬
」
を
上
り
「
鄭
玄
日
七
七
有
三
攣
、
三
七
相
乗
二
十
一
元
爲
一
蔀
首
、
合
千
三
百

二
十
年
」
と
い
ふ
天
道
を
の
べ
、
支
那
の
例
を
あ
げ
、
本
朝
は
紳
武
天
皇
よ
b
以
來
皆
辛
酉
を
以
て
一
蔀
大
鈴
の
首
と

謝
す
と
断
じ
推
古
九
年
の
辛
酉
に
は
聖
徳
太
子
、
初
造
一
一
書
卓
斑
鳩
村
事
無
一
一
大
嘗
、
皆
決
一
太
子
一
、
是
海
谷
筏
　
新
羅
一
望
二

任
那
乏
事
占
と
と
き
、
其
十
二
年
甲
子
に
は
冠
位
を
制
し
憲
法
を
定
め
ら
れ
た
。
之
れ
甲
子
革
命
の
讃
で
あ
る
と
い
ふ
風

に
論
述
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
奏
議
に
よ
っ
て
七
月
十
五
日
延
喜
と
改
元
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
一
蔀
千
三
百
二
十
年

は
疑
は
し
い
。
右
の
鄭
玄
の
注
に
よ
れ
ば
二
十
一
元
は
千
二
百
六
十
年
で
あ
る
、
從
っ
て
天
智
天
皇
の
親
政
を
第
二
の

蔀
首
と
し
て
上
に
聯
武
天
皇
の
辛
酋
を
千
三
百
二
十
年
の
始
に
し
た
と
い
ふ
こ
と
は
計
数
に
合
し
な
い
。
こ
れ
は
實
は

推
古
九
年
か
ら
千
二
百
六
十
年
の
蔀
首
を
建
て
た
も
の
と
す
れ
ば
計
数
に
合
す
る
。
故
に
重
く

　
　
推
古
朝
ハ
皇
朝
政
教
革
新
ノ
時
ニ
シ
テ
聖
徳
太
子
太
政
ヲ
執
り
給
ヒ
始
テ
艶
話
ヲ
用
ヒ
、
慰
位
ヲ
制
シ
、
憲
法
ヲ
定
ズ
專
ラ
作
者
ノ
聖
ヲ
以
テ
自
ラ
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
シ
ワ
ザ

　
　
ジ
タ
マ
ヘ
ル
折
綱
…
ナ
レ
パ
、
暁
麟
μ
ノ
立
＋
西
H
ヲ
一
躍
テ
第
ニ
ノ
瀞
⑪
雷
ロ
ト
定
メ
、
玉
章
紀
一
兀
ヲ
第
一
蓉
ノ
鼠
毛
㎜
霞
レ
タ
ル
ハ
凄
嵐
既
塁
太
子
ノ
御
四
所
爲
ナ
ラ
ソ

と
ま
っ
か
う
し
た
鐵
案
を
下
し
て
み
る
Q
猫
又
那
珂
博
士
は
紳
功
癒
紳
二
代
の
年
紀
に
つ
い
て
、
三
國
史
記
、
東
重
三

鑑
、
日
本
紀
及
び
績
日
本
紀
に
あ
る
菅
野
眞
蓮
の
上
表
等
を
墾
柔
し
て
、
近
省
古
王
は
、
紀
元
千
三
十
五
年
乙
亥
へ
西
紀

三
七
五
）
に
死
ん
で
み
る
、
然
る
に
日
本
紀
は
紳
功
皇
后
の
五
十
年
部
ち
二
百
五
十
五
年
乙
亥
に
當
て
、
、
こ
の
間
奏
二

　
　
　
　
勅
燃
寵
畳
筆
入
繍
け
に
缶
兄
・
λ
糞
伊
“
徽
剛
円
心
の
一
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
「
凹
し
T
二
巷
r
第
｝
四
百
　
　
　
轟
ハ
九
・
七

（51）



　
　
　
　
焔
焔
倭
人
像
に
見
え
糞
排
蘇
志
の
一
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
箪
四
號
　
六
九
八

十
年
の
誤
が
あ
る
と
述
べ
た
。
こ
の
事
は
本
居
宣
長
翁
も
承
知
し
て
凝
望
三
十
三
に
「
書
紀
と
百
二
十
年
ば
か
り
違
へ

り
。
こ
の
年
代
は
彼
書
の
方
よ
ろ
し
か
る
べ
し
」
と
の
べ
て
み
る
位
で
あ
る
。

　
然
ら
ば
な
ぜ
か
う
な
っ
た
か
と
い
へ
ば
、
推
古
の
辛
薄
か
ら
無
理
に
千
二
百
六
十
年
を
延
ば
し
た
結
果
で
あ
る
。
從

っ
て
英
入
ア
ス
ト
ン
が
縫
本
上
古
史
論
に
の
べ
た
や
う
に
、
紳
武
天
皇
か
ら
四
百
年
間
僅
に
七
代
と
い
ふ
琶
系
に
な
っ

た
。
慮
が
幸
に
古
事
記
（
正
編
寺
本
）
の
古
本
に
は
、
京
華
天
皇
以
下
推
古
天
皇
ま
で
、
干
支
年
月
臼
崩
御
と
い
ふ
記
事

が
あ
る
。

　
こ
れ
は
菅
政
友
氏
の
考
融
際
蹴
嚇
へ
ら
れ
た
や
う
に
、
此
書
方
は
古
い
か
ら
、
假
に
こ
れ
を
い
か
し
て
考
へ
る
と
、
崇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
封
一
　
r
搦

紳
天
皇
の
崩
御
戊
寅
は
紳
武
紀
元
の
九
百
十
八
年
（
西
紀
二
五
八
）
院
号
皇
后
の
五
八
年
に
あ
た
る
と
い
ふ
こ
と
に
推
論

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
原
勝
郎
博
士
の
紀
年
考
も
同
輩
な
蔀
首
革
命
の
説
か
ら
出
狡
し
、
古
事
記
の
崩
御
干
支
を
経
と
し
、

歴
史
事
宜
を
緯
と
し
、
厳
守
天
皇
の
崩
御
戊
寅
を
後
漠
の
建
安
三
年
紳
武
紀
元
入
五
六
年
（
西
紀
一
九
八
）
だ
と
さ
れ
た
。

　
其
結
果
那
珂
博
士
よ
り
も
六
十
年
即
ち
干
支
一
廻
だ
け
上
に
の
ば
し
た
事
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
翼
翼
皇
后
の
乙
亥

即
ち
近
省
古
王
の
死
は
西
紀
三
七
五
年
で
あ
る
こ
と
は
、
爾
者
共
に
動
か
し
得
な
い
か
ら
、
凡
こ
の
年
代
に
つ
い
て
は

學
界
の
定
説
が
出
來
て
る
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
Q

　
崇
紳
戊
寅
以
前
の
歴
朝
に
つ
い
て
は
何
と
も
い
へ
ぬ
。
世
の
中
に
は
崇
紳
以
前
に
就
き
て
略
種
々
年
暦
を
建
て
、
論

ず
る
人
が
な
い
で
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
ど
う
し
て
も
一
場
の
説
話
に
す
ぎ
な
い
。
筆
者
は
さ
う
し
た
古
い
年
紀

（52）



を
考
定
す
る
カ
が
な
い
、
た
や
二
、
で
本
居
翁
以
後
の
葉
者
が
認
め
る
所
の
西
紀
三
七
五
年
に
は
紳
功
皇
后
は
御
野
生

で
、
百
濟
の
近
省
古
王
死
し
近
仇
首
王
が
志
望
し
た
と
い
ふ
こ
と
を
以
て
、
大
騰
の
目
安
を
と
る
事
に
満
足
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
し
か
る
に
倭
女
王
は
景
初
三
年
西
紀
二
　
ご
九
年
論
難
に
支
那
へ
使
者
を
評
し
て
み
る
。
邸
ち
紳
功
皇
后
の
乙
亥
か
ら
・

約
三
百
十
六
年
以
前
の
臨
　
学
事
で
あ
る
か
ら
、
卑
彌
呼
は
勿
論
紳
功
皇
后
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
原
博
士
の
紀
年
で
は

景
初
三
年
は
景
行
天
皇
の
四
年
、
那
珂
博
士
に
從
へ
ば
崇
榊
天
皇
崩
御
以
前
二
十
年
の
出
墨
黒
と
な
る
。
故
に
内
藤
博

士
の
卑
彌
呼
は
言
行
天
皇
時
代
の
倭
姫
命
に
一
致
し
、
那
珂
博
士
に
從
へ
球
豊
鍬
入
姫
命
に
あ
た
る
。
猶
那
珂
博
士
は

新
莚
に
阿
達
羅
尼
師
今
二
＋
隻
青
黛
王
卑
煙
総
量
あ
・
の
を
み
て
、
阿
羅
の
二
‡
縫
霧
牽
圃

二
年
（
西
紀
一
七
三
）
に
あ
た
る
と
な
し
、
こ
の
女
王
卑
彌
呼
を
も
魏
志
の
卑
彌
呼
と
同
一
視
し
て
ゐ
ら
れ
る
。
し
か
し

新
羅
へ
行
っ
た
卑
彌
呼
の
墨
黒
と
，
魏
へ
使
し
た
卑
彌
呼
の
使
と
に
は
前
後
六
ナ
六
年
の
間
隔
が
あ
る
、
從
っ
て
同
一

の
人
で
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
Q
そ
こ
で
も
し
倭
女
王
に
二
人
の
卑
彌
呼
の
存
在
を
許
す
と
す
れ
ば
、
那
珂
博
士
の

紀
年
で
は
豊
鍬
入
聖
書
以
前
に
猶
一
人
の
女
王
を
假
渇
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
不
都
合
を
生
す
る
。
原
博
士
の
方

で
あ
れ
ば
口
本
紀
の
己
即
言
初
三
年
の
女
王
遣
使
は
内
藤
博
士
の
倭
軍
器
説
に
一
致
す
る
。
怨
す
れ
ば
そ
れ
か
ら
六
十

六
年
以
前
新
羅
へ
交
渉
し
た
卑
点
呼
は
豊
鍬
入
六
畜
で
あ
っ
た
こ
と
、
考
へ
ら
れ
る
っ
從
っ
て
党
益
呼
の
後
に
宗
女
壼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ホ
ノ
ヒ
メ
ミ
コ

輿
を
立
て
た
と
い
ふ
魏
志
の
手
輿
は
．
景
軍
紀
二
十
年
五
百
野
皇
女
を
遣
は
し
て
、
天
照
大
神
を
祭
ら
し
む
と
あ
る
に

　
　
　
　
魏
雷
憎
倭
人
偵
陀
に
川
副
え
六
僧
蘇
出
心
の
｝
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
　
第
閃
四
競
　
　
　
山
ハ
九
九



　
　
　
　
　
魏
志
倭
人
傳
に
見
え
描
写
蘇
志
の
一
族
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
四
號
　
　
七
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
ヨ

當
る
で
あ
ら
う
。
但
し
内
藤
博
士
は
萱
輿
は
壷
與
（
異
書
、
及
び
北
史
）
の
誤
で
あ
る
か
ら
豊
鍬
入
姫
に
近
し
、
イ
ホ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　

イ
ヨ
と
三
碧
の
音
似
ざ
る
こ
と
遠
し
と
の
べ
て
ゐ
ら
れ
る
。
し
か
し
太
李
御
覧
（
宋
刊
）
に
は
藁
暴
と
記
さ
れ
て
、
二
字

と
も
ち
が
っ
て
み
る
、
壷
字
だ
け
の
誤
と
は
断
じ
が
た
い
、
異
し
も
壼
は
壷
の
誤
と
は
い
ひ
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
魏
志
に
よ
れ
ば
倭
女
王
卑
評
説
は
狗
奴
國
男
王
響
町
弓
呼
素
と
孚
つ
た
と
い
ふ
、
こ
の
狗
奴
國
は
熊
襲
の
事
で
、
永

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　
　
メ
　
　
コ
　
カ
　
ソ

く
大
和
朝
廷
に
反
抗
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
新
井
白
石
は
癒
紳
天
皇
の
生
誕
に
引
つ
い
で
超
つ
元
箏
働
で
卑
彌
弓
呼
素

　
じ
　
ミ
　
　
コ
　
コ
ソ

は
田
御
子
怨
で
あ
る
、
部
ち
忍
熊
王
な
ら
ん
と
の
べ
た
、
勿
論
安
當
で
は
な
い
。
内
藤
博
士
は
襲
國
の
酋
長
な
ど
を
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ツ
カ
　
ヤ
　
　
　
セ
　
カ
　
ヤ

指
し
け
ん
と
あ
る
Q
盛
行
紀
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
熊
襲
に
厚
鹿
文
、
回
信
文
と
い
ふ
樽
詰
が
み
た
、
こ
の
泉
帥
に
一
一
女

が
あ
っ
た
・
髪
を
離
離
忍
野
聖
と
い
っ
た
、
董
之
を
召
し
て
彫
寵
し
給
ひ
し
が
、
市
妄
説
し
て
岡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ゾ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

家
に
館
っ
て
、
醇
酒
を
己
が
父
に
飲
ま
し
て
之
を
殺
し
た
。
天
皇
そ
の
不
孝
の
甚
だ
し
き
を
以
て
之
を
心
し
、
妹
を
火
國

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
メ
コ
　
　
　
カ
ゾ

造
に
賜
ふ
た
と
あ
る
。
離
ち
奥
師
は
市
乾
金
文
と
い
ふ
姫
子
の
父
で
あ
る
。
父
を
ヵ
ソ
と
い
ふ
は
仁
賢
紀
に
俗
呼
レ
父
爲
ニ

カ
　
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ソ
ノ
ミ
ロ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　

ワ
ガ
カ
ゾ
ノ
シ
ロ
バ
カ
タ
シ

思
為
一
と
あ
る
。
主
唱
紀
に
も
天
皇
の
父
　
　
雄
略
紀
に
も
我
堅
城
堅
と
訓
じ
て
あ
る
Q
果
し
て
然
ら
ば
こ
の
卑
彌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
メ
　
ロ
　
　
　
カ
ソ

r
弓
呼
素
と
い
ふ
は
實
は
難
解
鹿
文
な
る
女
手
の
父
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
内
藤
博
士
の
述
べ
ら
れ
る
や
う
に
，

　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ソ

比
壷
語
曾
比
杜
の
語
曾
と
い
ふ
語
も
同
じ
く
こ
の
カ
ソ
で
敬
幕
で
あ
る
○
但
し
ヒ
メ
コ
ソ
と
ヒ
メ
コ
コ
ソ
と
は
ち
が
う
。

　
　
　
　
　
ヒ
メ
　
コ
　
ソ

ヒ
メ
コ
ソ
は
姫
家
主
（
家
主
祠
）
で
女
権
で
あ
る
が
、
ヒ
メ
コ
コ
ソ
と
い
へ
ば
勿
論
男
姓
で
あ
る
。
し
か
し
熊
襲
の
黛
帥

を
ヒ
メ
コ
コ
ソ
と
い
ひ
、
大
和
の
女
王
も
亦
ヒ
メ
コ
と
い
ふ
や
う
に
言
語
が
共
蓮
し
た
所
を
み
る
と
、
九
州
の
熊
襲
は



大
和
の
人
と
ち
が
っ
た
民
族
で
は
な
い
、
2
9
ち
黒
奴
國
も
亦
絶
賛
で
あ
る
、
故
に
耳
垂
に
も
倭
女
王
卑
彌
呼
輿
一
一
狗
奴
國

男
王
卑
彌
弓
呼
素
不
和
、
翼
虚
血
愈
愈
働
事
詣
γ
郡
説
［
和
歯
群
歌
　
と
あ
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
熊
襲
は
倭
人
と
異
民
族

で
は
な
い
、
卑
彌
呼
の
西
征
は
實
に
同
民
族
間
の
不
和
、
郎
ち
内
黒
黒
定
の
一
飾
で
あ
っ
た
こ
と
と
考
へ
る
べ
き
で
あ

っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ツ
エ

　
倭
乱
塾
は
垂
仁
天
皇
の
御
杖
と
し
て
天
照
大
神
に
仕
へ
て
る
ら
れ
た
王
女
で
あ
っ
て
、
日
本
武
尊
の
東
征
も
亦
こ
の

女
王
の
命
を
う
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
内
働
識
定
に
大
功
が
あ
っ
た
の
で
、
其
使
者
は
里
方
郡
治
へ
ま
で
報
告
に
ゆ
く

程
で
あ
っ
た
。
彼
土
の
人
が
景
行
天
皇
と
間
違
つ
た
の
も
無
理
で
は
な
か
ら
う
と
考
へ
る
。

　　

@　

@　

@　

l
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡

　
内
藤
博
士
は
声
変
翌
翌
考
に
於
て
こ
の
女
王
の
使
者
倭
載
斯
烏
越
を
論
じ
、
濫
費
の
語
か
ら
サ
ッ
と
判
じ
、
須
佐
又

は
佐
世
の
地
（
共
に
霞
雲
）
に
居
り
し
名
族
か
と
の
べ
て
ゐ
ら
れ
る
、
本
文
に
よ
る
と
正
始
六
年
倭
糸
魚
米
、
と
記
し
て

惣
髪
米
の
う
へ
に
倭
を
つ
け
て
あ
る
か
ら
、
艦
載
斯
烏
越
も
倭
の
載
斯
烏
越
と
護
む
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

難
斗
米
が
景
初
三
年
に
使
し
た
時
及
び
八
年
の
條
に
は
倭
宇
は
な
く
、
正
始
六
年
日
本
に
在
國
の
場
合
に
限
っ
て
倭
難

升
米
と
あ
る
書
き
ぶ
り
か
ら
考
へ
る
と
慣
し
も
毒
煙
斯
烏
黒
の
倭
字
を
名
か
ら
離
す
こ
と
は
出
來
な
い
。
故
に
筆
者
は

こ
の
場
合
倭
載
斯
と
あ
る
の
は
倭
の
載
斯
と
讃
め
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
實
は
こ
の
正
始
八
年
の
場
合
で
は
倭
載
量
と

ま
み
倭
も
亦
人
名
で
あ
る
と
考
へ
る
、
勿
論
載
量
だ
け
で
も
解
し
得
な
い
こ
と
は
な
い
。

　
　
　
　
魏
…
志
倭
人
傳
に
見
え
索
観
蘇
志
の
一
族
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
篁
二
十
二
巻
　
第
四
號
　
　
七
〇
一



　
　
　
　
　
魏
志
倭
人
傳
に
見
え
穴
耕
蘇
志
の
…
族
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
四
號
　
　
七
〇
二

然
ら
ば
こ
の
倭
つ
く
2
載
こ
、
釜
）
斯
へ
も
壕
量
曇
ダ
．
ε
越
ρ
．
三
・
）
〔
括
弧
内
は
今
音
で
あ
る
、
漢
音
な
ら
ば
、
ワ
・

サ
イ
。
シ
・
ウ
・
エ
ヅ
で
あ
る
）
を
何
と
認
む
べ
き
か
と
い
ふ
に
恐
ら
く
は
こ
れ
は
ワ
ッ
ジ
オ
ホ
エ
又
は
イ
ヅ
シ
オ
ホ
エ
と

い
ふ
目
本
名
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
○
倭
の
音
は
古
く
は
ワ
で
あ
る
、
し
か
し
漠
書
地
理
志
顔
師
古
の
註
で
は
一
才
反
で

あ
る
か
ら
イ
と
護
ま
れ
う
る
で
あ
ら
う
。
故
に
倭
載
斯
は
イ
ヅ
シ
又
は
イ
ソ
シ
と
云
ふ
名
で
あ
る
。
倭
字
を
離
し
て
も

イ
ヅ
シ
の
伊
は
登
算
だ
か
ら
墨
書
だ
け
で
イ
ヅ
シ
と
も
よ
め
る
。
烏
越
は
ウ
エ
（
上
の
義
）
又
は
オ
ホ
エ
（
大
兄
）
の
課
で

共
に
傍
聴
で
あ
る
、
帥
ち
イ
ヅ
シ
オ
ホ
エ
、
又
は
イ
ソ
シ
オ
ホ
エ
と
い
ふ
聯
名
を
か
や
う
に
記
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　
H
本
紀
仲
哀
天
皇
八
年
の
條
に
、

　
　
　
　
イ
　
ト
　
　
　
　
　
　

イ
　
　
ト
　
テ
　
　
ウ
ケ
タ
マ
ハ
リ
テ
　
　
　
　
イ
ヂ
マ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ツ
カ
ノ
ッ
ル
ゐ
　

　
　
筑
紫
伊
講
論
主
．
腹
五
十
遊
手
、
聞
＝
　
天
皇
之
行
噂
抜
乙
収
五
百
枝
賢
木
闇
立
二
華
船
之
舳
纏
「
上
枝
捷
二
八
尺
覆
開
申
枝
粟
田
白
銅
鏡
〔
下
技
撞
二
十
握
創
需
滲

　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ソ
シ

　
　
迎
…
”
干
穴
門
離
島
（
今
の
名
尊
王
）
而
獄
レ
之
。
天
黒
翻
．
美
二
五
十
蓬
手
口
閏
轟
伊
蘇
志
↓
故
時
運
七
八
五
十
蓬
手
之
本
土
H
田
一
一
種
蘇
國
一
士
謂
篇
伊
観
一
藩
誰
也

と
あ
る
。
蓋
し
こ
れ
は
伸
哀
天
皇
が
穴
門
豊
浦
宮
か
ら
筑
紫
に
進
ま
せ
給
ふ
や
、
傍
輩
の
縣
主
が
、
大
船
を
議
呈
し
て

五
百
枝
の
榊
に
環
・
鏡
・
創
の
三
尊
を
と
り
つ
け
て
天
皇
を
陶
門
海
峡
の
彦
島
に
お
迎
へ
申
し
、
桑
津
（
今
遠
賀
川
河
欝
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
キ
ノ
ウ
ミ

祭
屋
湊
〉
へ
御
帯
し
た
時
の
記
事
で
あ
る
。
當
時
洞
海
か
ら
遠
賀
河
ロ
の
魚
屋
ま
で
、
生
田
川
の
水
路
が
ま
だ
埋
ま
っ
て

み
な
い
で
、
満
潮
時
に
ぱ
容
易
に
御
通
過
に
な
る
こ
と
が
寓
來
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
こ
の
時
の
航
海
に
溜
り
、
筑

紫
金
型
縣
主
（
魏
志
伊
都
國
王
）
の
綴
五
十
泌
手
の
名
が
記
さ
れ
て
み
る
が
、
魏
志
伊
都
國
の
條
に
は
官
に
爾
支
（
ヌ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヌ
　
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヌ
シ

と
讃
む
べ
し
）
剛
に
泄
護
法
思
出
触
（
シ
マ
了
ヒ
ボ
コ
と
讃
む
）
有
工
千
丁
戸
一
と
出
て
み
る
錯
愕
は
實
に
右
の
羅
宇
の
ヌ

〈56）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
　
　
ト

シ
で
あ
る
。
繹
日
本
紀
（
筑
前
風
土
記
）
に
よ
る
と
恰
土
郡
の
條
に
、
五
十
似
鯉
が
仲
働
天
皇
を
お
迎
へ
し
た
時
、
治
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ボ
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　
ホ
　
コ

縣
主
等
窟
五
十
　
手
は
自
ら
日
絆
の
苗
喬
で
あ
る
と
奏
し
た
と
あ
る
。
從
っ
て
柄
警
世
と
い
ふ
名
を
も
つ
所
の
副
官
も

み
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ト
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ヅ
シ

　
猶
叉
伊
観
の
縣
主
の
租
名
を
五
十
　
手
と
い
っ
た
と
あ
る
が
、
天
二
丁
の
住
ん
だ
土
地
は
但
馬
の
出
石
で
あ
る
、
從

っ
て
天
皇
か
ら
賜
は
つ
た
名
、
イ
ソ
シ
（
伊
蘇
志
）
も
、
イ
ヅ
シ
（
移
載
新
、
出
石
）
も
、
イ
ト
デ
も
及
び
伊
観
又
は
伊
都

の
國
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
天
目
槍
の
子
孫
郎
ち
耕
蘇
志
一
族
に
爾
耀
し
た
地
名
で
も
あ
り
、
人
名
で
も
あ
る
と
云
っ
て

過
言
で
は
な
い
Q

慧
に
麦
と
景
初
二
左
書
婁
盆
市
奏
難
升
糞
詣
・
郡
（
諸
方
垂
繭
季
縷
・
と
あ
・
、
そ
・
で
太
守
岡

劉
夏
は
こ
れ
を
幾
っ
て
其
年
十
二
月
魏
の
都
に
入
っ
た
、
日
野
紀
淋
功
皇
后
三
十
九
年
の
條
に
契
機
景
初
三
年
六
月
の

こ
と
に
な
っ
て
み
る
。
こ
れ
は
宋
刊
太
李
御
焼
兄
に
あ
る
薫
り
三
光
三
年
公
孫
淵
部
曲
女
王
遣
使
と
あ
る
に
よ
っ
て
三
年

を
正
し
い
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
こ
の
難
倉
米
は
．
今
音
犠
窪
○
国
舞
⇒
竃
一
で
あ
る
が
客
p
O
導
ご
欝
と
説
ま
り
邦
音
タ
ジ
マ
と
も
轄
す
る
。
こ
の

事
は
さ
き
に
橘
良
準
氏
が
難
壁
米
を
田
道
聞
守
の
詑
で
あ
る
と
雑
誌
交
第
一
恕
十
二
號
に
の
べ
ら
れ
、
内
藤
博
士
も
之

、
に
賛
意
を
示
さ
れ
た
位
で
あ
る
。
恐
ら
く
垂
仁
紀
に
常
世
に
慶
し
た
と
い
ふ
田
溢
間
守
が
、
こ
の
時
洛
陽
に
難
し
た
の

で
あ
ら
う
。
（
勿
論
常
世
と
洛
陽
と
は
ち
が
ふ
、
蓋
し
洛
陽
に
も
行
っ
た
人
だ
か
ら
、
南
方
の
臭
國
あ
た
り
へ
遣
は
さ
れ

　
　
　
　
魏
志
倭
人
傳
に
見
え
糞
粉
蘇
志
の
一
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
四
號
　
　
七
〇
三



　
　
　
　
魏
志
倭
人
傳
に
見
え
糞
伊
蘇
志
の
一
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
四
號
　
　
七
〇
潤

た
こ
と
、
考
へ
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ヅ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
ロ
ス
ケ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ナ
ラ
キ
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
ョ
ヒ
コ

　
垂
賢
慮
に
よ
る
と
天
臼
槍
は
但
馬
出
石
に
住
み
、
但
馬
権
助
を
生
み
、
但
馬
日
建
杵
を
へ
て
但
馬
清
彦
に
及
ぶ
。
垂

皇
紀
二
十
入
道
に
こ
の
清
彦
に
聴
し
て
帥
寳
を
獄
ら
し
め
た
と
あ
る
。
そ
の
清
彦
の
子
が
即
ち
田
滋
間
守
で
あ
る
と
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ジ
マ
　
ナ
乳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ヅ
シ

る
か
ら
、
こ
の
家
で
は
父
島
代
々
但
馬
又
は
島
島
を
姓
と
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
画
面
に
出
石
と
い
ふ
名

の
刀
も
あ
っ
た
か
ら
イ
ヅ
シ
又
は
イ
ソ
シ
と
い
ふ
通
欝
を
も
有
し
て
み
た
の
で
あ
ら
う
。

　
難
升
米
は
魏
に
嬉
し
、
親
魏
倭
王
の
金
印
紫
綬
を
幸
す
と
い
ふ
影
藤
を
得
て
か
へ
り
、
自
分
は
峯
善
中
郎
將
に
任
せ

ら
れ
、
次
使
都
市
牛
利
も
南
幸
校
尉
に
舞
さ
れ
、
爾
人
当
に
銀
印
青
綬
を
う
け
た
と
あ
る
。
腱
が
こ
の
都
市
牛
利
の
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ヅ
シ

は
ッ
シ
ゴ
ソ
と
譲
む
べ
き
で
ッ
シ
は
，
η
ヅ
シ
の
ッ
シ
、
ゴ
リ
は
心
の
義
で
あ
る
、
内
藤
博
士
は
天
孫
本
紀
に
あ
る
出
石

コ
リ心

大
臣
と
い
ふ
名
を
指
摘
さ
れ
て
、
こ
の
都
市
牛
痘
の
名
に
近
い
と
い
は
れ
た
。
蓋
し
難
升
米
の
一
族
で
、
出
石
に
因

緑
が
あ
る
、
勿
論
伊
蘇
志
の
一
族
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
Q

　
つ
い
で
正
始
元
年
梯
携
の
渡
來
が
あ
り
、
そ
の
下
下
と
し
て
正
始
四
年
大
夫
伊
磁
器
液
邪
狗
等
価
人
が
上
京
し
た
、

そ
こ
で
こ
の
伊
聲
誉
液
邪
狗
を
何
と
よ
む
べ
き
か
？
こ
の
場
合
、
伊
盤
外
液
邪
狗
と
あ
る
の
も
一
人
の
名
で
あ
っ
て
、

二
人
の
名
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
蓋
し
伊
盤
誉
の
名
は
後
に
出
て
な
い
か
ら
で
あ
る
。
思
ふ
に
伊
聲
誉
は
通
聡
の
姓
で

あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
概
レ
は
訟
田
H
（
イ
と
聲
は
鵡
顯
⑦
財
①
ロ
鵬
（
シ
エ
ン
）
邦
訟
聞
（
セ
イ
）
老
出
は
訟
樽
（
》
賦
（
チ
）
で
あ
る
、
日
本
紀
に
は
伊
‘

聾
者
腋
耶
約
と
あ
る
○
故
に
者
な
ら
ば
音
9
魯
（
シ
エ
）
野
田
シ
ヤ
で
あ
る
。
撃
ち
イ
セ
シ
、
も
し
く
は
イ
ソ
シ
（
伊
蘇

（58）



志
）
と
い
ふ
通
雲
を
示
す
、
故
に
云
ふ
ま
で
も
な
く
難
黒
米
や
都
市
牛
利
の
近
親
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
魏
も
、

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

亦
同
じ
く
彼
を
峯
善
中
郎
將
に
舞
し
た
の
で
あ
る
。

　
腋
邪
狗
に
呈
し
内
藤
博
士
は
イ
ず
カ
と
訓
む
べ
し
と
述
べ
ら
れ
た
。
い
か
に
も
液
は
音
H
（
イ
）
邪
は
音
響
魯
（
シ
）
狗

は
音
内
○
訂
（
コ
）
だ
か
ら
イ
テ
カ
、
又
は
イ
ナ
コ
で
あ
る
、
但
し
日
本
紀
の
液
耶
約
に
從
ふ
な
ら
ば
、
耶
は
言
霊
①
三
エ
）
、

約
は
昔
団
。
（
ヨ
）
呉
音
ヤ
ク
だ
か
ら
、
イ
ヤ
ヲ
、
又
は
イ
ヨ
コ
と
で
も
護
む
べ
き
で
あ
ら
う
。
し
か
し
日
本
紀
の
耶
は
邪
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
の
ツ
　
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
　
　
れ
ア
　
　
ル
ソ

説
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
イ
ヤ
コ
で
は
な
く
、
イ
テ
コ
と
詰
む
べ
き
で
あ
る
。
垂
仁
紀
の
榊
寳
に
出
石
刀
子
、
謄
狡
淺
大

　
　
　
　
　
　
　
　
イ
デ
サ

刀
も
あ
れ
ば
淡
路
の
出
淺
に
も
其
一
族
が
み
た
と
あ
る
。
故
に
伊
盤
者
は
イ
サ
ず
、
イ
デ
サ
又
は
イ
ソ
シ
の
鐸
で
噂
さ

－
し
た
纏
を
も
つ
所
の
イ
豊
帥
ち
雛
桜
と
い
ふ
入
で
あ
っ
た
の
で
あ
亀
　
　
　
　
　
倒

　
次
で
こ
の
イ
ソ
シ
の
イ
ナ
コ
が
麟
朝
し
て
四
年
の
後
、
正
始
八
年
に
な
る
と
、
倭
女
王
は
狗
奴
國
と
の
雫
を
報
告
す

　
　
　
　
　
　
　
イ
　
ヅ
　
　
シ
オ
キ
よ

る
た
め
に
、
か
の
倭
載
斯
烏
越
を
使
は
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ヅ
ジ
オ
ホ
ェ

　
筆
者
は
こ
の
場
合
に
も
亦
伊
蘇
志
の
一
族
た
る
倭
載
斯
烏
越
が
使
者
に
な
っ
た
こ
と
を
偶
然
で
あ
る
と
は
考
へ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
イ
　
ソ
　
シ

い
。
或
は
こ
の
人
は
伊
盤
者
と
兄
弟
で
は
な
か
っ
た
か
と
さ
へ
考
へ
る
、
何
と
な
れ
ば
倭
載
斯
は
イ
ヅ
シ
の
鐸
、
烏
越

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ピ
サ
コ

は
大
兄
の
義
で
あ
る
、
大
兄
と
い
ふ
か
ら
に
腋
邪
狗
（
イ
ナ
コ
は
即
ち
少
子
の
略
？
・
）
其
他
の
兄
に
當
る
人
で
あ
っ
た
。

四
年
前
に
弟
が
使
し
た
が
、
今
度
は
載
爾
と
い
ふ
こ
と
で
外
交
上
容
易
な
ら
澱
説
明
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
、
分
別
の

あ
る
長
者
を
撰
ん
だ
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
い
つ
れ
に
し
て
も
伊
懇
志
一
族
の
幹
部
級
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
談
の
な
い

　
　
　
　
魏
志
倭
人
傳
に
見
え
六
伊
蘇
慮
の
｝
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
四
號
　
　
七
〇
五



　
　
　
　
一
挙
脳
心
倭
人
穣
財
に
鴇
聞
え
ハ
μ
…
耕
蘇
乱
心
の
一
襯
撚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
航
躍
二
十
↓
一
巻
　
　
第
閃
【
號
　
　
　
七
〇
論
ハ

想
像
で
あ
る
と
信
ず
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
　
　
ヨ

　
つ
い
で
卑
彌
…
呼
の
浸
後
、
更
に
男
王
を
た
て
た
所
町
中
不
和
の
た
め
に
、
宗
女
壷
輿
を
立
て
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
き
ノ
ヒ
メ
ミ
コ

　
舟
行
天
皇
廿
年
春
二
月
辛
巳
朔
甲
申
遺
二
五
百
電
設
女
心
令
レ
祭
天
照
大
紳
一
と
あ
る
記
事
に
該
要
す
る
。
予
言
は
年
十
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ヅ
ハ
ノ
イ
ラ
ツ
メ

爲
王
と
あ
る
．
が
、
紀
に
よ
る
と
、
天
皇
が
五
百
野
皇
女
の
親
水
歯
郎
媛
を
妃
と
な
さ
れ
た
の
は
、
實
に
天
皇
の
四
年

前
後
の
・
）
と
で
あ
る
か
ら
、
壼
輿
女
王
の
十
三
と
、
い
ふ
年
齢
は
恰
も
そ
の
年
輩
に
適
合
す
る
。
雨
落
太
季
御
覧
壷
墨
と

あ
る
け
れ
ど
も
ト
コ
で
は
撰
定
し
う
べ
き
皇
女
が
な
い
。
恐
ら
く
茸
雲
の
二
字
は
壼
輿
の
誤
で
は
な
か
ら
う
か
。
魏
志

の
一
本
に
は
必
ず
や
古
墨
で
な
く
．
壷
與
と
記
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ら
う
と
信
ず
る
。
さ
て
こ
の
女
王
は
、
魏

の
護
が
き
た
の
で
、
食
は
嚢
斯
菟
の
弟
で
あ
・
と
考
へ
ら
・
ネ
劣
嬢
㌘
再
び
号
し
て
、
魏
夢
圃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ソ
シ
ノ
イ
サ
コ

逡
り
か
へ
さ
れ
た
。
か
く
て
感
慨
者
腋
邪
論
は
正
始
四
年
と
正
始
十
年
に
二
度
も
彼
土
に
使
者
に
た
っ
た
。
同
時
に
難

升
∵
米
、
都
寮
牛
利
、
倭
載
斯
・
、
な
ど
の
伊
蘇
志
の
一
族
は
四
名
ま
で
も
幣
方
郡
を
へ
て
彼
土
に
往
復
す
る
と
い
ふ
歴
・
史

を
の
こ
し
た
の
で
あ
る
。
蓋
し
天
田
槍
は
夙
に
我
國
に
感
化
し
て
、
九
州
の
灘
津
、
帥
ち
津
の
國
へ
伊
都
國
）
と
か
、
淡

　
イ
デ
サ
　
　
　
　
　
　
　
イ
ヅ
シ
　
　
　
　
ア
ナ
　
　
　
　

シ
サ
ハ

路
出
隅
邑
と
か
、
但
馬
「
の
出
石
、
近
江
の
俗
名
、
播
磨
の
穴
粟
（
注
、
　
シ
テ
ウ
と
も
よ
む
、
　
蘇
志
の
縛
設
〉
等
に
は
其

子
孫
の
有
力
者
が
繁
術
し
た
の
で
、
垂
仁
・
景
行
爾
天
皇
の
時
代
に
ば
海
上
の
勢
力
つ
よ
く
屡
々
外
交
官
と
し
て
活
動

し
た
の
で
あ
る
Q
　
さ
う
し
て
彼
等
は
そ
の
本
國
の
名
を
問
は
れ
る
と
、
北
逸
見
ぶ
る
が
如
く
臼
辮
一
一
子
夷
人
一
で
あ
る
。

ツ
　
イ
　
　
　
　
　
　
ツ
　
　
　
　
　
　
　
ツ

子
夷
即
ち
津
で
あ
り
援
で
あ
る
、
援
奴
で
あ
る
。
從
っ
て
垂
仁
天
皇
以
前
に
於
て
、
彼
土
に
交
駕
す
る
に
當
っ
て
も
、



彼
等
は
や
は
り
子
夷
人
と
い
っ
た
で
あ
ら
う
。
換
言
す
れ
ば
後
漢
建
武
中
元
の
貢
使
な
ど
は
、
恐
ら
く
大
和
朝
廷
の
關

り
知
り
た
ま
は
ざ
る
所
で
あ
っ
て
、
實
は
こ
の
伊
蘇
志
の
一
族
で
、
過
去
の
首
長
が
緩
里
雪
王
と
し
て
行
っ
た
で
あ
ら

う
と
想
像
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
故
に
彼
等
は
自
分
ら
が
九
州
の
一
角
に
み
る
こ
と
を
承
知
し
て
み
る
の
で
使
人
自
聖
天
夫
一
音
國
之
極
南
界
也
と
語

っ
て
み
る
め
で
あ
る
。
姦
に
絶
て
か
印
文
に
委
奴
と
あ
る
か
ら
ヤ
マ
ト
で
あ
る
、
又
金
印
だ
か
ら
倭
王
に
逡
つ
た
も
の

で
あ
る
な
ど
い
ふ
學
説
は
、
實
は
金
印
の
金
色
に
目
が
く
ら
ん
で
、
そ
の
後
世
の
儒
造
た
る
こ
と
を
看
破
し
得
な
い
議

論
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
ふ
。
も
し
後
漢
書
に
明
に
援
奴
國
と
あ
る
こ
と
宋
刊
御
覧
本
又
は
至
聖
．
の
如
く
で
あ
っ
た
な

ら
嘆
恐
ら
巌
か
ど
た
費
装
馨
の
墜
が
聖
書
の
君
長
と
羅
萱
野
舞
倭
露
寒
隷
か
印
岡

を
う
け
た
と
集
古
印
譜
（
明
王
常
編
）
に
の
せ
ら
れ
る
や
う
な
悪
戯
は
出
來
な
ん
だ
で
あ
ら
う
。
但
し
右
の
集
古
印
譜
の

倭
字
に
關
し
て
は
如
墨
委
思
考
に
の
べ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
こ
、
に
そ
の
詳
述
を
さ
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
五

　
さ
る
に
し
て
も
、
こ
の
倭
王
の
朝
貢
と
い
ふ
こ
と
に
關
し
て
、
そ
れ
は
大
和
朝
廷
の
知
り
た
ま
は
澱
虚
で
あ
る
〇
九

州
の
一
酋
長
な
ど
が
、
か
り
に
詐
塾
し
て
蓮
じ
た
で
あ
ら
う
と
い
ふ
や
う
な
學
説
が
永
く
史
學
界
を
風
擁
し
た
こ
と
も

興
る
一
面
は
正
し
い
こ
と
で
．
魏
志
や
漢
書
を
、
右
の
如
く
に
解
讃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
雲
霧
を
梯
つ
た
や
う
な
氣

分
に
な
れ
る
と
思
ふ
。
郎
ち
嘗
て
綬
鶏
國
は
倭
の
極
南
界
郎
ち
九
州
の
｝
角
に
み
て
漢
の
光
武
に
奉
貢
を
し
た
の
で
あ

　
　
　
　
魏
…
志
倭
人
傳
に
見
え
帰
心
蘇
…
志
の
…
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巷
　
第
四
號
　
　
七
〇
七



　
　
　
　
魏
志
倭
人
鯨
に
見
え
六
伊
蘇
志
の
一
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
三
内
號
　
　
七
〇
遡

る
。
こ
れ
は
實
に
大
和
の
朝
廷
の
知
う
し
め
し
た
ま
は
ざ
り
し
時
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
垂
仁
・
景
心
隔
朝
の
間
天

下
の
識
定
期
に
際
し
て
、
我
伊
蘇
志
の
一
族
は
女
王
の
命
を
奉
じ
て
（
勿
論
天
皇
の
勅
で
は
な
い
）
屡
々
彼
土
に
交
遁
し

た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
時
に
命
を
う
け
て
任
に
つ
い
た
彼
等
は
既
に
倭
に
統
属
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
魏

志
の
明
に
告
ぐ
る
蓮
り
で
あ
る
。
や
が
て
紳
功
皇
后
の
三
韓
征
伐
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
、
皇
威
入
紘
に
輝
く
に
至
っ

た
こ
と
を
考
ふ
る
と
き
、
後
漢
の
金
印
が
大
和
朝
廷
に
逡
ら
れ
た
な
ど
と
考
ふ
る
の
は
、
あ
ま
り
に
歴
史
に
無
知
な
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

論
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
我
等
は
か
う
し
た
こ
と
を
論
ず
る
に
立
っ
て
、
第
一
に
彼
我
の
典
籍
を
明
に
讃
ま
ね
ば
な

ヘ
　
　
へ

ら
澱
、
縮
み
も
し
な
い
で
宙
分
の
想
像
で
議
論
を
た
て
を
こ
と
は
、
こ
と
に
謹
ま
な
く
て
は
な
ら
諏
、
彼
の
書
に
倭
の

極
意
界
也
と
い
っ
て
明
記
し
て
あ
る
こ
ど
さ
へ
を
無
親
し
て
、
當
時
彼
の
土
の
人
に
聞
え
も
し
な
か
っ
た
委
奴
の
字
を

み
て
、
こ
れ
は
倭
奴
で
あ
る
ヤ
マ
ト
と
よ
め
る
と
い
ふ
が
如
き
は
、
こ
れ
は
史
論
と
し
て
は
許
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
　
イ

る
と
思
ふ
。
九
州
の
一
角
か
ら
伊
蘇
志
の
一
族
が
彼
土
に
遍
じ
、
津
の
國
か
ら
き
た
と
語
っ
た
の
で
子
夷
人
と
自
回
し

た
と
彼
等
の
典
籍
に
記
さ
れ
る
と
同
時
に
、
こ
ち
ら
の
古
紀
に
も
亦
こ
れ
に
間
質
す
る
歴
史
．
が
語
ら
れ
て
み
る
の
で
あ

る
か
ら
、
我
等
は
ま
つ
第
一
に
か
う
し
た
傳
説
の
前
に
從
順
で
あ
り
且
つ
敬
慶
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
附
　
　
　
　
記

　
實
は
こ
の
金
印
の
問
題
に
節
し
て
は
、
昭
和
十
二
年
四
月
高
等
學
稜
高
等
科
改
正
毅
授
要
目
に
つ
い
て
歴
史
学
地
理

に
暑
し
全
署
の
高
等
學
校
の
激
授
が
三
部
省
で
協
議
會
を
ひ
ら
か
れ
た
時
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
席
上
で
東
洋
史
に
關
し

（62）



て
は
矢
野
仁
一
博
士
の
講
義
が
あ
り
同
博
士
の
言
と
し
て
委
奴
國
王
の
金
印
は
疑
ふ
べ
き
も
の
と
し
て
、
敦
授
に
當
た

る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
ふ
御
注
意
が
出
た
の
で
あ
る
。
博
士
は
稻
葉
氏
論
ず
る
通
り
底
箭
が
あ
る
な
ら
ば
、
身
魂
違

っ
た
國
名
が
後
漢
書
に
の
る
わ
け
は
な
い
。
委
奴
と
か
い
て
奴
（
沁
）
と
い
ふ
の
を
ト
と
議
む
こ
と
は
、
魏
書
の
他
の
多

く
の
奴
字
を
讃
む
こ
と
か
ら
は
許
さ
れ
ま
い
と
の
べ
、
筆
者
の
所
論
に
賛
意
を
示
め
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
か
く
て
金
印
問
題
は
全
國
の
東
洋
史
の
激
授
の
方
々
に
製
し
て
も
一
考
を
煩
は
さ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
時
期
に
達
し
た

こ
と
、
考
へ
る
の
で
敢
て
筆
者
の
愚
見
を
開
陳
し
た
次
第
で
あ
る
。

（63）

魏
志
倭
人
鯵
に
見
え
六
伊
蘇
志
の
一
族

策
二
十
二
巻
　
第
四
號
　
　
七
〇
九


